
［令和８年度～］国民健康保険税賦課限度額の改定について

【賦課限度額（合計）の推移】

１０６万円 １０９万円

上尾市 桶川市 北本市 鴻巣市 伊奈町 さいたま市

川越市 熊谷市 川口市 本庄市 戸田市 志木市

行田市 秩父市 所沢市 和光市 ふじみ野市 毛呂山町

飯能市 加須市 東松山市 越生町 滑川町 嵐山町

春日部市 狭山市 羽生市 小川町 ときがわ町 川島町

深谷市 草加市 越谷市 吉見町 横瀬町 皆野町

蕨市 入間市 朝霞市 長瀞町 小鹿野町 東秩父村

新座市 久喜市 八潮市 美里町 神川町 上里町

富士見市 三郷市 蓮田市 寄居町 宮代町 白岡市

三芳町 坂戸市 鶴ヶ島市 杉戸町 吉川市

日高市 鳩山町 幸手市

松伏町

３４自治体 ２９自治体

【令和７年度課税分 県内賦課限度額の状況】

上尾市 法 定 差 額

医療分 65万円 66万円 1万円

後期分 24万円 26万円 2万円

介護分 17万円 17万円 ―

合 計 106万円 109万円 3万円

【令和８年度以降の改定内容（案）】

世帯主：４０歳（給与収入）
妻 ：４０歳（収入なし）
子 ： ５歳（収入なし） の世帯

税率は令和７年度のまま、賦課限度額のみ

令和８年度(案)で試算すると、

年収1,060万円超えで限度額に該当

１０６万円 → ほぼすべての自治体が令和７年度改定予定
１０９万円 → 専決処分による改定

賦課限度額は、「埼玉県国民健康保険運営方針（第３期）」で、準統一（令和９年度）までに全ての市町村で賦課年度の法定限度額
にすると規定
上尾市 → 法定限度額改定年度に国民健康保険運営協議会に諮り、翌年度に改定

参 考 令和７年７月時点加入者 → ３０２世帯該当

資料２

ﾓﾃﾞﾙ

・ 上尾市 法　定 差　額

令和3年度 99万円 99万円 ー

令和4年度 99万円 102万円 3万円

令和5年度 102万円 104万円 2万円

令和6年度 104万円 106万円 2万円

令和7年度 106万円 109万円 3万円


